
条

例

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
条
例
第
二
十
九
号

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
山
口
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
⚖
の
⚒
の
表
一
の
項
中
「
通
訳
案
内
士
の
」
を
「
全
国
通
訳
案
内
士
の
」
に
、
「
通
訳
案
内
士
登
録
申
請
等
手
数
料
」
を
「
全
国
通
訳
案
内
士
登
録
申

請
等
手
数
料
」
に
、
「
通
訳
案
内
士
登
録
証
」
を
「
全
国
通
訳
案
内
士
登
録
証
」
に
改
め
、
同
表
二
の
項
中

「

」
を

旅
行
業
者
代
理
業
の
登

録

一
件
に
つ
き

一
万
五
千
三
百
円

「

」
に
改
め
、
別
表
第
一
の
⚘
の
表
中
三
十
九
の
項
を
四
十
の
項

旅
行
業
者
代
理
業
の
登

録旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業

の
登
録

一
件
に
つ
き

一
件
に
つ
き

一
万
五
千
三
百
円

一
万
五
千
三
百
円

と
し
、
三
十
八
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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一

平 成 29 年
10月10日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
条
例

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

一
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山
口
県
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
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三
十
九

住
宅
確
保
要
配
慮
者
円

滑
入
居
賃
貸
住
宅
の
登

録

登
録
に
係
る
戸
数
が
一
戸
の
も
の

一
件
に
つ
き

登
録
に
係
る
戸
数
が
二
戸
以
上
四
戸
以

下
の
も
の

一
件
に
つ
き

登
録
に
係
る
戸
数
が
五
戸
以
上
九
戸
以

下
の
も
の

一
件
に
つ
き

登
録
に
係
る
戸
数
が
十
戸
以
上
十
九
戸

以
下
の
も
の

一
件
に
つ
き

登
録
に
係
る
戸
数
が
二
十
戸
以
上
二
十

九
戸
以
下
の
も
の

一
件
に
つ
き

登
録
に
係
る
戸
数
が
三
十
戸
以
上
三
十

九
戸
以
下
の
も
の

一
件
に
つ
き

登
録
に
係
る
戸
数
が
四
十
戸
以
上
四
十

九
戸
以
下
の
も
の

一
件
に
つ
き

登
録
に
係
る
戸
数
が
五
十
戸
以
上
九
十

九
戸
以
下
の
も
の

一
件
に
つ
き

登
録
に
係
る
戸
数
が
百
戸
以
上
の
も
の

一
件
に
つ
き

六
千
円

七
千
円

八
千
六
百
円

一
万
二
百
円

一
万
八
百
円

一
万
千
五
百
円

一
万
二
千
二
百
円

一
万
四
千
二
百
円

一
万
八
千
二
百
円

住
宅
確
保
要

配
慮
者
円
滑

入
居
賃
貸
住

宅
の
登
録
に

関
す
る
事
務

住
宅
確
保
要

配
慮
者
円
滑

入
居
賃
貸
住

宅
登
録
手
数

料

変
更
に
係
る
戸
数
が
一
戸
以
上
四
戸
以

下
の
も
の

一
件
に
つ
き

変
更
に
係
る
戸
数
が
五
戸
以
上
九
戸
以

下
の
も
の

一
件
に
つ
き

千
円

二
千
六
百
円
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二



住
宅
確
保
要
配
慮
者
円

滑
入
居
賃
貸
住
宅
の
変

更
（
戸
数
の
増
加
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
の

登
録

変
更
に
係
る
戸
数
が
十
戸
以
上
十
九
戸

以
下
の
も
の

一
件
に
つ
き

変
更
に
係
る
戸
数
が
二
十
戸
以
上
二
十

九
戸
以
下
の
も
の

一
件
に
つ
き

変
更
に
係
る
戸
数
が
三
十
戸
以
上
三
十

九
戸
以
下
の
も
の

一
件
に
つ
き

変
更
に
係
る
戸
数
が
四
十
戸
以
上
四
十

九
戸
以
下
の
も
の

一
件
に
つ
き

変
更
に
係
る
戸
数
が
五
十
戸
以
上
九
十

九
戸
以
下
の
も
の

一
件
に
つ
き

変
更
に
係
る
戸
数
が
百
戸
以
上
の
も
の

一
件
に
つ
き

四
千
二
百
円

四
千
八
百
円

五
千
五
百
円

六
千
二
百
円

八
千
二
百
円

一
万
二
千
二
百
円

第
二
条

山
口
県
使
用
料
手
数
料
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
⚘
の
表
中
四
十
の
項
を
四
十
一
の
項
と
し
、
三
十
九
の
項
を
四
十
の
項
と
し
、
三
十
八
の
項
を
三
十
九
の
項
と
し
、
三
十
七
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

三
十
八

小
規
模
不
動

産
特
定
共
同

事
業
の
登
録

に
関
す
る
事

務

小
規
模
不
動

産
特
定
共
同

事
業
登
録
申

請
手
数
料

小
規
模
不
動
産
特
定
共

同
事
業
の
登
録
又
は
登

録
の
更
新

一
件
に
つ
き

六
万
円

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
一
条
中
別
表
第
一
の
⚘
の
表
中
三
十
九
の
項
を
四
十
の
項
と
し
、
三
十
八
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定

平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
五
日
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三



二

第
二
条
の
規
定

平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日

三

第
一
条
中
別
表
第
一
の
⚖
の
⚒
の
表
一
の
項
の
改
正
規
定

平
成
三
十
年
一
月
四
日

山
口
県
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
条
例
第
三
十
号

山
口
県
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
口
県
営
住
宅
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
山
口
県
条
例
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
第
八
条
」
を
「
第
七
条
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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四

平
成
二
十
九
年
十
月
十
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

平
成
二
十
九
年
十
月
十
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


